


 

（別紙） 

○準特定地域における個人タクシー事業に係る道路運送法第４条第１項の許可の特例的な取扱いについて 

新 旧 

 

公      示 

 

 公示第３号 

 

準特定地域における個人タクシー事業に係る道路運送法第４条第１項の許可の特例

的な取扱いについて 

 

今般、新型コロナウイルス感染症による影響により個人タクシー事業の譲渡を希望

する者と譲受を希望する者が面会できる機会が激減し、譲渡譲受が円滑に行えない

問題が生じたこと、また、個人タクシーは自らが運行管理・整備管理をしなければ

ならない特性があるが、個人タクシーの事業者の高齢化が進展しており、より一層

の安全性の確保を図る必要が生じていることを踏まえ、一定の条件を満たす場合に

限って個人タクシーの参入を時限的に認める特例措置を講じるため、準特定地域に

おける個人タクシー事業に係る道路運送法第４条第１項の許可の特例的な取扱いを

下記のとおり定めたので、公示する。 

 

 

 

  令和４年４月１日 

 

                 北陸信越運輸局長 平井 隆志 

 

 

記 

 

１．～４．（略） 

 

５．参入枠の公示その他所要の手続 

（１）参入枠の公示 

北陸信越運輸局長は、毎年４月中旬に３．及び４．の規定により算出した各年度の

参入枠を営業区域毎に公示することとする。なお、各年度途中に、参入枠と同数の

新規許可処分を行った場合などはその旨を公示することとする。この場合において、

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化

 

公      示 

 

 公示第３号 

 

準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシーに限

る。）に係る道路運送法第４条第１項の許可の特例的な取扱いについて 

 

今般、新型コロナウイルス感染症による影響により１人１車制個人タクシー事業（以

下「個人タクシー」という。）の譲渡を希望する者と譲受を希望する者が面会でき

る機会が激減し、譲渡譲受が円滑に行えない問題が生じたこと、また、個人タクシ

ーは自らが運行管理・整備管理をしなければならない特性があるが、個人タクシー

の事業者の高齢化が進展しており、より一層の安全性の確保を図る必要が生じてい

ることを踏まえ、一定の条件を満たす場合に限って個人タクシーの参入を時限的に

認める特例措置を講じるため、準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業（１

人１車制個人タクシーに限る。）に係る道路運送法第４条第１項の許可の特例的な

取扱いを下記のとおり定めたので、公示する。 

 

 

  令和４年４月１日 

 

                 北陸信越運輸局長 平井 隆志 

 

 

記 

 

１．～４．（略）  

 

５．参入枠の公示その他所要の手続 

（１）参入枠の公示 

北陸信越運輸局長は、各年度において、３．及び４．の規定により算出した各年度

の参入枠を営業区域毎に公示することとし、原則として、公示は毎年４月中旬に行

うこととする。この場合において、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客

自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則（平成２１年国土



 

に関する特別措置法施行規則（平成２１年国土交通省令第５８号）第１０条第１項

の規定による通知は、当該公示により行うものとし、準特定地域協議会による意見

を提出すべき期限は、当該協議会が同意しない場合を除き、１４日以内として扱う

ものとする。 

 

（２）（略） 

 

（３）申請の受付 

特例許可の申請の受付は、「個人タクシー事業の申請に対する審査基準について（平

成１４年７月１日付け公示第２３号。以下「個人タクシー公示」という。）」記１．

（１２）①に規定する時期とし、（１）の参入枠の公示に申請受付期間を併せて明

記することとする。なお、申請受付期間のうち、９月１日から９月３０日まで及び

１月１日から１月３１日までのそれぞれの期間が到来するまでに処分件数が参入枠

に達した場合、以降の申請受付期間において受付は行わないこととする。 

 

（４）～（６）（略） 

 

 

附 則（略） 

附 則（令和８年２月２７日付け公示第８５号で一部改正） 

この公示は、令和８年２月２７日から適用する。 

 

交通省令第５８号）第１０条第１項の規定による通知は、当該公示により行うもの

とし、準特定地域協議会による意見を提出すべき期限は、当該協議会が同意しない

場合を除き、１４日以内として扱うものとする。 

 

 

（２）（略） 

 

（３）申請の受付 

特例許可の申請の受付は、「一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシ

ーに限る。）の申請に対する審査基準について（平成１４年７月１日付け公示第２

３号。以下「個人タクシー公示」という。）」記１．（１２）①に規定する時期（毎

年１回一定の時期）とし、（１）の参入枠の公示に申請受付期間（原則として６０

日間程度）を併せて明記することとする。 

 

 

（４）～（６）（略） 

 

 

附 則（略） 

 


